
 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 招 集 の 臨 時 会 

に お け る 知 事 提 案 説 明 要 旨 
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 本 日 こ こ に 臨 時 県 議 会 を招集 申し 上 げ ま した とこ ろ、 議 員

各位 に お か れ ま し て は 御 参会を 賜り 、 緊 急 を要 する 案件 に つ

きま し て 御 審 議 を い た だ きます こと に 、 心 から 感謝 を申 し 上

げま す 。  

 

 そ れ で は 、 た だ い ま 御 提案申 し上 げ ま し た議 案に つき ま し

て、 御 説 明 い た し ま す 。  

 

 ま ず 、 第 ８ ２ 号 議 案 は 、地方 税法 等 の 一 部改 正に 伴い 、 埼

玉県 税 条 例 等 の 一 部 を 令 和３年 ３月 ３ １ 日 付け で改 正す る 必

要が 生 じ た た め 、 地 方 自 治法第 １７ ９ 条 の 規定 に基 づき 、 専

決処 分 さ せ て い た だ い た ことに つい て 、 承 認を 求め るも の で

ござ い ま す 。  

 

 次 に 、 第 ８ ３ 号 議 案 「 地方独 立行 政 法 人 埼玉 県立 病院 機 構

の中 期 計 画 の 認 可 に つ い て」で ござ い ま す 。  

 埼 玉 県 立 病 院 機 構 に 関 しまし ては 、 令 和 ２年 ２月 定例 会 に

おい て 、 同 機 構 の 定 款 等 につい て、 ま た 、 同年 １２ 月定 例 会

では 、 同 機 構 の 中 期 目 標 等につ いて 御 議 決 をい ただ くな ど 、

４月 １ 日 の 設 立 に 向 け た 準備を 進め て ま い りま した 。  

 本 日 、 埼 玉 県 立 病 院 機 構を設 立し 、 新 た に循 環器 ・呼 吸 器

病セ ン タ ー 、 が ん セ ン タ ー、小 児医 療 セ ン ター 、精 神医 療 セ

ンタ ー の ４ つ の 病 院 は 、同機 構が 運 営 する こ とと なり ま し た 。 

 こ の 度 、 埼 玉 県 立 病 院 機構か ら中 期 目 標 を達 成す るた め の

計画 で あ る 中 期 計 画 が 提 出され まし た の で 、地 方独 立行 政 法

人法 の 規 定 に 基 づ き 、 同 計画を 認可 す る に 当た り、 あら か じ

め議 決 を 求 め る も の で ご ざいま す。  

 

 以 上 で 私 の 説 明 を 終 わ ります が、 何 と ぞ 慎重 審議 の上 、 御

議決 を 賜 り ま す よ う お 願 いを申 し上 げ ま す 。  


